
- 1 - 
 

 

町民の皆さんによる地域づくり活動を支援する、「積丹町まちづくり活動支援基金」を

利用して実施する活動事業について、令和８年度第２回の活動事業を次のとおり募集受

け付けします。 

募集締切：令和８年7 月２４日（金） 

 

１．積丹町まちづくり活動支援基金の概要 

 この基金は、町外からのふるさと納税寄附金や町民の皆さんからの寄附金と国の過疎対策事業

債による資金により積み立てた原資を基に、町民の皆さんなどが行う町づくり活動の支援を行う

ものです。「ふるさと起業家支援事業」は、町と団体等が連携してクラウドファンディングによ

り資金を調達し、事業を実施する方式となります。 

                  

    

                 

         

  

 

 

 

         

       

 

 

２．事業の流れ 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

『まちづくり活動支援補助金』

町民団体等が実施するまちづくり活動 

区 分 助成対象事業 

地域活動支

援事業 

（ソフト系事業） 

イベント開催、地域コミュニティ推進、

防災対策、地域活性化など地域づくり

に貢献しようとする事業に対し補助。 

ふるさと起

業家支援事

業 

（ハード系事業） 

地域資源を活用し、新たな需要又は雇

用の創出につながる事業、持続可能な

地域社会実現に向けた技術開発や所品

開発など新分野での事業展開により地

域の活性化が期待できる事業等に対し

補助。 

 

補助を希望する団体等は、必要な書類を提出してください。 

提出書類は、役場企画課で入手できます。 

事業選定委員会が事業内容を審査します。申請団体等は、選定委員会

に出席し、事業計画の内容を説明していただきます。 

事業選定委員会での審査を踏まえて、実施事業を決定し、申請団体に

結果を通知します。 

事業計画書に基づいた事業を行っていただきます。 

事業の完了前でも補助金の一部を請求することができます。 

事業完了後速やかに、事業の実績などの必要な書類を提出してくださ

い。事業実績の内容を確認し、補助金を交付します。 

報告会を開催しますので、補助を受けた団体は事業の結果を報告して

いただきます。 

事 業 の 募 集 

選定委員会の開催 

選定結果の通知 

事 業 実 施 

実績報告書の提出 

事 業 の 報 告 

積 丹 町 
（含む過疎対策事業債） 

 
積立 

ふるさと納税・ 
町民等の寄附金 

 
寄附 

 

積丹町まちづくり

活動支援基金 

補助 

ガバメントクラウドファンディング 
（※） 

町・団体等の連携で資金調達 
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３．補助金の額は？ 

４．選定委員会での審査は？ 

 

５．対象となる団体は？ 

 

６．対象となる事業は？ 

 

 
 

選定委員会の意見を聴いて、町長が決定した額です。助成割合、限度額は次のとおりです。 

 地域活動支援事業（ソフト系） 

補 助 割 合 補助対象経費の９５％以内（千円未満は切り捨て） 

補助金の上限額と下限額 上限 50万円、下限 5万円 

 ※事業実績により補助対象経費（補助対象事業費）に変更があった場合は、補助割合及び補助金の上限

額と下限額に基づき補助金の額が確定されます。 

 

 

 まちづくり活動支援事業選定委員会は、民間の委員７名で構成されています。 

 審査は、主に次の観点から行うとともに、必要に応じて応募事業に対するアドバイスを行います。 

① 公益性：地域の活性化など地域づくりへの寄与や、地域の公共的なニーズへの対応が期待

できるか 

② 持続性：事業実施後の管理運営や維持管理など、団体の持続的な活動が可能か 

③ 発展性：活動の広がりや波及効果が期待でき、地域の発展・活性化につながる事業か 

④ 妥当性：自己資金の準備や経費の見積もり、算出は適正か 

⑤ 実現性：団体の活動内容などから事業計画に実現性が認められるか 

      土地・建物所有者や関係者との合意形成がなされているか 

⑥ 積極性：事業実施の理由はなぜか、団体のこれまでの活動歴と今後の活動への意欲や熱意 

 ふるさと起業家支援事業では、上記のほか、新規性、収益性及び資金調達の見込等を審査します。 

 

【地域活動支援事業（ソフト系事業）】 

 

 町内に活動拠点があり、満 18歳以上の町民５人以上で構成され、構成員の過半数が町民であ

り、事業を確実に遂行できる団体 

  

 

 下記のすべてに該当する事業が対象となります。 

 ① 団体が実施する公益性の高いまちづくりに関する事業 

 ② 財源について制約のある他の補助金等を受けていない事業 

 ③ 事業実施後、5年以上適正な管理と事業活動が見込まれる事業 

（ただし、調査研究事業は、報告書の提出を完了とする場合もあります。） 

④ 事業主体の一部経費負担がある事業 

⑤ 団体の維持運営のみを目的とした事業でないこと 

⑥ 個人の生活維持や負担軽減を目的とした事業でないこと 

⑦ 宗教的・政治的活動を目的としない事業 

 ⑧ 補助金の交付決定前に実施していない事業 

 ⑨ 構成員が暴力団の構成員又は暴力団に関わりをもつ者でないこと 

 ⑩ 選定委員会が補助対象事業として適当と町長に答申した事業  
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７．応募締切り、応募方法、応募にあたっての相談・注意事項は？ 

(1) 令和８年度の応募締切りは次のとおりです。 

   締切：令和８年７月 2４日（金）   事業決定：令和８年８月上旬（予定） 

(2) 役場企画課の窓口に備えている「事業申請書」を締切日までに提出してください。（町

のホームページからもダウンロードできます。） 

(3) 選定委員会の開催日時など必要事項については、応募された団体に追ってご案内します。 

(4) ご相談は、役場企画課 ＩＰ電話又は電話４４－２１１４までお願いします。 

また、事業の応募や実施についてのご相談は、役場企画課の他、計画しようとする事業

に関係する課・委員会等で随時、受付けています。 

(5) ご相談の事業内容によっては、来年度以降の他の補助制度の検討をお薦めする場合もあ

りますので、予めご了承ください。 

(6) 応募に当たっては、団体内で応募の条件や計画事業の内容についての確認、検討を十分

行ってください。 

   また、活動事業に要した経費や町からの補助金の会計事務処理については、記録の保管

や団体内の監査など、透明性のある適正な会計処理が行われるよう注意してください。 

 


